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A 品川区では、一般職非常勤職員は、定年退職後
に再任用され、短時間勤務を行う非常勤の職員
であり、平成29年４月１日時点で180人が存在
しますが、現時点では育児休業の取得要件に該
当する年齢の子を持つ者はいません。

Q この条例の対象となる一般職非常勤職員について、
品川区での状況は。

これまでは子が１歳６か月に達する日までとされていた一般職非常勤職員の
育児休業の期間を２歳に達する日までとするほか、規定を整備しました。

一般職非常勤職員が取得できる育児休業の期間が長くなりました。
第72号議案　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

品川区のこのようなことが
決まりました

品川区のこのようなことが
決まりました

議案審議
－ 平成29年第4 回定例会 －

会期14日間：11月24日～12月7日

＊本会議の様子は、インターネットでご覧になれます。

今回審議した議案等は

　　 区長提出議案 …  13件
　　 請願・陳情………18件
　　 議員提出議案……  1件

計32件

東京都の「豪雨対策下水道緊急プラン」での重点対策地区に下水道を整備するため、
立坑（※）の工事をする業者を決定しました。

Q 指定管理者の選定基準に管理等に係る経費の縮減を図るとあるが、経費
縮減によって人的なサービス等に支障が出るおそれがあるのでは。

A 実際の運営に影響が出るような
無理な経費縮減ではなく、適正
な管理がされるよう毎年度の協
議を継続していきます。

　第二戸越幹線整備のイメージ図

※立坑とは・・・トンネルを掘削する
起点となる「たて穴」のことです。

A 入札辞退は、事業者内で配置予
定技術者の調整がつかなかった
ことによるものです。

区立荏原平塚総合区民会館（スクエア荏原）の管理をする指定管理者を、公益財団法人
品川文化振興事業団に指定しました。指定期間は平成30年度から５年間です。

区立荏原平塚総合区民会館の指定管理者が決まりました。
第75号議案　指定管理者の指定について

浸水被害の軽減を目的とした下水道を整備するため、
西品川公園内に立坑を整備します。

第74号議案　第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）請負契約

Q 工事業者の入札において、１社が入札辞退をしているが、
その理由は。

委員会での質問

委員会での質問

　普通地方公共団体が指定する法
人その他の団体に、公の施設の管
理を行わせる制度です。
　公の施設の管理に民間の能力を
活用しつつ住民サービスの向上を
図るとともに、経費の縮減等を図
るために導入されました。 区立荏原平塚総合区民会館

（スクエア荏原）荏原四丁目

（平成29年8月21日建設委員会資料より抜粋）

指定管理者制度とは？

委員会での質問
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第４回定例会の議決結果  全会一致で可決した議案

東京都に意見書を提出しました
第４回定例会において議員提出第３号議案「東京都受動喫煙防止条例化に関する意見書」が

賛成多数で可決されました。都知事あてに提出された意見書の内容は下記のとおりです。

議案番号 件　　　名

72 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（２ページに説明を掲載。）

73 品川区立従前居住者用住宅条例の一部を改正する条例

74 第二戸越幹線整備工事（下水道本管立坑整備）請負契約（３ページに説明を掲載。）

75 指定管理者の指定について（荏原平塚総合区民会館の管理。３ページに説明を掲載。）

第４回定例会の議決結果  意見の分かれた議案

議案番号 件　　　名 結果 自・未
⑽

公 明
⑻

共 産
⑺

民・無
⑸

無 品
⑵

ネット
⑵

無所属議員
（50音順）

⑴ ⑴ ⑴ ⑴

76
指定管理者の指定について

（区民住宅ファミーユ西五反田西館・東
館の管理）

可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

77 大井一丁目地内特別区道路線の認定に
ついて 可決 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

78
品川区議会議員の議員報酬、費用弁償
及び期末手当に関する条例の一部を改
正する条例

可決 ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ※

79 品川区長および副区長の給与および 
旅費条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ※

80
品川区教育委員会教育長の給与および
旅費ならびに勤務時間その他の勤務条
件に関する条例の一部を改正する条例

可決 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ※

81 品川区監査委員の給与等に関する条例
の一部を改正する条例 可決 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ※

82 職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ※

83 幼稚園教育職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ※

84 学校教育職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ※

議員
提出３

東京都受動喫煙防止条例化に関する 
意見書（４ページに意見書を掲載） 可決 ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ※

○…賛成　×…反対　(数字 )は所属議員数
　無所属議員は左から氏名の50音順で表記しています。　※…議長のため議決に加わっておりません。　
●�会派名は次の略語で記載しています。�
自・未……品川区議会自民党・子ども未来��公明……品川区議会公明党��共産……日本共産党品川区議団��民・無……民進党・無所属クラブ�
無品……無所属品川　ネット……品川・生活者ネットワーク

東京都受動喫煙防止条例化に関する意見書

　東京都は、平成30年第１回都議会定例会において、「東京都受動喫煙防止に関する条例」を制定するとし
ている。
　本年９月に公表した「東京都受動喫煙防止条例（仮称）の基本的な考え方」では、施設ごとの規制範囲や罰
則付きの条例を目指すこと等が示された。
　受動喫煙防止対策は、都民の健康増進の観点はもとより、2020年東京オリンピック・パラリンピック
大会のホストシティの責務としてその対策を一層推進していくべきものである。
　一方で、その対策は、様々な分野の経済活動や都民の暮らしに広く影響を及ぼすとともに、関係事業者
の理解と協力があって、はじめて実効性が担保され、効果的な対策となるものである。
　加えて、現在、国政において法制化の議論が行われており、規制基準のあり方等を含め、様々な観点か
ら慎重な議論が取り交わされている最中である。
　よって、品川区議会は、都が受動喫煙対策条例を制定するにあたっては、東京の実態に即した、多くの
都民の理解と共感を得られる受動喫煙防止条例となるよう、下記事項を要望するものである。

記

１� 東京都は、品川区と十分協議すること。

２�東京都受動喫煙防止条例（案）について、条例（案）で明記されている各種事業者の声に耳を傾けると�
ともに、区民、都民の意見も十分に踏まえて慎重に検討を行うこと。

3� 東京都受動喫煙防止条例（案）は、今後予想される国の施策を見据えて、区民、都民に混乱が起こらない
条例にすること。

　平成29年12月７日
品川区議会議長　松　澤　利　行

　東京都知事　小　池　百　合　子　様

区議会ホームページをご活用ください

品川区議会ホームページでは、議案の内容や議決結果などを公開しています。ぜひ、ご活用ください。
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平成29年第４回定例会では、区政全般について、
11名の議員が一般質問を行いました。

以下、概要をお知らせします。

区政をきく
（一般質問）

11
月
24
日（
金
）

本
多
　
　
健
信
　
議
員
（
自
・
未
）

中
塚
　
　
　
亮
　
議
員
（
共
　
産
）

木
村
　
け
ん
ご
　
議
員
（
民
・
無
）

あ
く
つ
　
広
王
　
議
員
（
公
　
明
）

田
中
　
さ
や
か
　
議
員
（
ネ
ッ
ト
）

11
月
27
日（
月
）

た
け
う
ち
　
忍
　
議
員
（
公
　
明
）

渡
辺
　
　
裕
一
　
議
員
（
自
・
未
）

大
倉
た
か
ひ
ろ
　
議
員
（
民
・
無
）

伊
藤
　
　
昌
宏
　
議
員
（
自
・
未
）

の
だ
て
　
稔
史
　
議
員
（
共
　
産
）

須
貝
　
　
行
宏
　
議
員
（
無
　
品
）

会派名は次の略語で記載しています。
自・未……品川区議会自民党・子ども未来　公明……品川区議会公明党
共産……日本共産党品川区議団　民・無……民進党・無所属クラブ
無品……無所属品川　ネット……品川・生活者ネットワーク

防
犯
対
策
の
強
化
に
つ
い
て

問
夜
間
・
深
夜
の
女
性
の
一
人
歩
き
は
な

る
べ
く
避
け
た
ほ
う
が
い
い
と
は
わ
か

っ
て
い
て
も
、
現
実
は
困
難
で
あ
る
。

夜
間
・
深
夜
に
お
け
る
監
視
の
目
が
薄

ま
る
時
間
帯
で
の
路
地
裏
の
パ
ト
ロ
ー

ル
等
、
対
応
に
つ
い
て
所
見
を
。

答
女
性
自
身
に
防
犯
意
識
を
持
っ
て
も
ら

う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
た
め
、
警
察
や

関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
啓
発
活
動
に

努
め
て
い
く
。
地
域
の
安
全
を
見
守
る

防
犯
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き

設
置
促
進
を
図
り
、
公
園
な
ど
区
施
設

へ
の
設
置
の
拡
大
を
検
討
し
て
い
く
。

問
警
察
官
Ｏ
Ｂ
の
非
常
勤
職
員
19
名
に
よ

る
生
活
安
全
サ
ポ
ー
ト
隊
が
、
７
時
30

分
か
ら
22
時
ま
で
、
パ
ト
ロ
ー
ル
車
５

台
体
制
で
区
内
を
巡
回
し
て
い
る
が
、

現
行
の
巡
回
時
間
を
夜
間
、
深
夜
へ
と

拡
大
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

答
夜
間
、
深
夜
帯
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な

る
犯
罪
抑
止
を
目
的
と
し
て
、
警
察
が

パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
に
よ
る
巡
回
を
強
化

し
て
い
る
。
地
域
に
お
け
る
防
犯
パ
ト

ロ
ー
ル
活
動
な
ど
の
自
主
的
な
取
り
組

み
の
ほ
か
、
生
活
安
全
サ
ポ
ー
ト
隊
の

活
動
な
ど
、
地
域
全
体
で
防
犯
対
策
を

推
進
し
て
き
た
結
果
、
女
性
を
狙
っ
た

ひ
っ
た
く
り
や
性
犯
罪
な
ど
の
発
生
も

減
少
傾
向
に
あ
る
。

文
化
財
に
つ
い
て

問
143
あ
る
区
指
定
文
化
財
の
内
、
お
み
こ

し
は
徳
川
家
康
公
が
奉
納
し
た
品
川
神

社
の
１
基
だ
け
で
あ
る
。
区
内
の
宝
物

殿
等
に
複
数
あ
る
お
み
こ
し
を
、
区
指

定
文
化
財
と
し
て
位
置
づ
け
て
は
。

答
お
み
こ
し
の
文
化
財
指
定
は
、
由
緒
、

年
代
、
歴
史
的
希
少
性
等
を
要
件
と
し

て
お
り
、
文
化
財
保
護
審
議
会
の
意
見

も
聞
き
な
が
ら
判
断
を
し
て
い
き
た
い
。

都
と
区
の
あ
り
方
に
つ
い
て

問
教
職
員
の
人
事
権
に
つ
い
て
、
新
規
採

用
時
よ
り
定
年
ま
で
区
で
任
用
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
思
う
が
、
所
見
を
。

答
都
で
採
用
さ
れ
た
教
員
は
異
動
要
件
等

の
制
約
が
あ
り
、
退
職
ま
で
区
で
勤
続

さ
せ
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
食
中
毒
な
ど
か
ら
健
康
を
守
る
取
組
み

に
つ
い
て

本
多
　
健
信
　
議
員（自

・
未
）

学
校
選
択
制
は
近
隣
校
限
定
で
は
な
く
、

き
っ
ぱ
り
中
止
を

問
選
択
制
に
よ
っ
て
学
校
と
地
域
の
関
係

を
希
薄
に
し
、
災
害
時
の
対
策
に
課
題

を
作
っ
て
い
る
。
し
か
し
学
校
と
地
域

の
希
薄
化
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
、
な

ぜ
か
。
選
択
制
の
中
止
を
求
め
る
が
、

い
か
が
か
。

答
教
育
委
員
会
と
し
て
は
、
選
択
制
で
各

学
校
が
切
磋
琢
磨
し
地
域
の
方
々
と
の

結
び
つ
き
は
、
よ
り
強
ま
っ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。
小
学
校
で
は
隣
り
合
う

学
校
か
ら
選
択
す
る
と
い
う
考
え
方
が

審
議
会
よ
り
出
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

の
理
解
促
進
と
支
援
に
向
け
た
計
画
を

問
だ
れ
も
が
自
分
ら
し
く
能
力
や
個
性
を

発
揮
さ
せ
、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会

の
実
現
が
急
が
れ
る
。
人
権
尊
重
都
市

品
川
宣
言
に
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
差
別
禁
止
の
追

加
を
求
め
る
が
、
い
か
が
か
。

答
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
と
い
う
考
え
方
を
宣
言
の
内

容
に
盛
り
込
む
事
が
可
能
か
、
慎
重
に

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

問
長
期
計
画
や
男
女
共
同
参
画
の
た
め
の

行
動
計
画
に
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー

等
多
様
な
性
へ
の
理
解
促
進
と
支
援
の

明
記
を
求
め
る
が
、
い
か
が
か
。

答
区
民
や
事
業
所
へ
の
調
査
を
元
に
、
国
・

都
、
他
区
を
参
考
に
性
別
に
と
ら
わ
れ

な
い
人
権
尊
重
、
多
様
な
生
き
方
へ
の

配
慮
を
基
本
的
視
点
の
一
つ
と
し
て
行

動
計
画
に
盛
り
込
ん
で
い
く
。
長
期
計

画
も
必
要
が
あ
れ
ば
盛
り
込
ん
で
い
き

た
い
。

積
極
的
な
交
渉
で
ニ
コ
ン
工
場
跡
地
を

購
入
し
特
養
ホ
ー
ム
な
ど
住
民
要
望
に

問
今
年
１
月
に
区
長
名
で
ニ
コ
ン
あ
て
に

区
へ
の
土
地
売
却
を
求
め
る
要
望
書
を

提
出
し
た
が
、
購
入
交
渉
の
進
捗
状
況

は
。
区
の
強
い
姿
勢
を
伝
え
る
た
め
２

回
目
の
要
望
書
提
出
と
ニ
コ
ン
に
出
向

い
て
の
直
接
交
渉
は
、
ど
う
か
。

答
売
却
の
場
合
に
は
選
択
肢
に
区
も
加
え

る
よ
う
要
望
書
を
出
し
た
が
、
ニ
コ
ン

か
ら
は
現
在
も
活
用
方
法
に
つ
い
て
は

未
定
だ
と
聞
い
て
い
る
。
動
向
を
注
視

し
、
区
の
意
向
を
申
し
入
れ
る
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
９
条
改
憲
反
対
と
核
兵
器
廃
絶
を

人
手
不
足
の
解
消
、
今
以
上
に
シ
ニ
ア

世
代
の
力
の
活
用
を

問
定
年
を
迎
え
た
後
も
ま
だ
ま
だ
働
き
た

い
と
思
う
人
が
数
多
く
存
在
す
る
一
方

で
、
シ
ニ
ア
を
貴
重
な
戦
力
と
し
て
捉

え
て
い
る
雇
用
先
は
ま
だ
ま
だ
少
な
い
。

区
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
労
働
力
を

ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
の
か
。

答
高
齢
社
会
を
支
え
る
貴
重
な
マ
ン
パ
ワ

ー
と
し
て
位
置
づ
け
、
就
労
機
会
の
創

出
や
、
地
域
社
会
へ
の
参
画
を
促
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

店
舗
等
で
の
補
助
犬
同
伴
の
対
応
に
つ

い
て問身

体
障
害
者
補
助
犬
法
が
施
行
さ
れ
て

15
年
た
つ
が
、
今
な
お
盲
導
犬
の
入
店

拒
否
等
が
後
を
絶
た
な
い
。
店
舗
と
建

設
的
な
話
を
す
る
こ
と
な
く
店
を
後
に

し
た
と
い
う
例
も
少
な
く
な
い
と
聞
く

が
、
ど
う
す
れ
ば
受
け
入
れ
側
に
身
体

障
害
者
補
助
犬
法
を
理
解
し
て
も
ら
え

る
の
か
。

答
品
川
区
障
害
者
差
別
解
消
法
ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
の
改
定
に
合
わ
せ
、
盲
導
犬
に
つ

い
て
掲
載
し
、
広
く
周
知
す
る
と
と
も

に
、
各
種
事
業
者
向
け
の
講
習
会
に
お

い
て
盲
導
犬
に
つ
い
て
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
を
配
布
し
、
周
知
を
図
っ
て
い
く
。

２
０
２
０
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

の
加
速
を

問
横
断
歩
道
か
ら
歩
道
へ
上
が
る
際
の
１
、

２
セ
ン
チ
の
段
差
は
、
高
齢
者
や
障
害

者
に
は
、
大
き
な
バ
リ
ア
に
な
る
。
こ

れ
か
ら
全
て
を
つ
く
り
直
す
の
で
は
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
は

間
に
合
わ
な
い
。
ま
ず
は
、
区
民
が
利

活
用
す
る
全
て
の
障
壁
と
な
る
段
差
を

ゼ
ロ
に
す
べ
き
で
は
。

答
様
々
な
利
用
者
の
意
見
を
聞
き
、
工
夫

す
る
こ
と
で
段
差
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
区
内
に
は
、

区
道
や
都
道
、
国
道
な
ど
、
管
理
主
体

が
異
な
る
道
路
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
状
況
に
応
じ
た
利
用
者
の
安
全
確

保
等
に
つ
い
て
、
国
や
都
と
連
携
し
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
て
い
く
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
現
在
の
学
校
ト
イ
レ
洋
式
化
、
今
後
の

計
画
に
つ
い
て

中
塚
　
　
亮
　
議
員（共

　
産
）

木
村
け
ん
ご
　
議
員（民

・
無
）
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防
災
対
策
に
つ
い
て

問
長
野
県
飯
田
市
で
は
、
災
害
時
に
駆
け

つ
け
た
職
員
誰
も
が
適
切
な
初
動
対
応

が
図
れ
る
よ
う
、
職
員
向
け
の
初
動
対

応
策
と
し
て
フ
ァ
ー
ス
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ボ
ッ
ク
ス
を
作
成
し
た
。
こ
の
箱
の
中

の
カ
ー
ド
は
、
発
災
時
の
慌
た
だ
し
さ

の
中
で
も
落
ち
着
い
た
対
応
が
と
れ
る

よ
う
、
配
慮
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
品
川
区
で
は
発
災
時
に
適
切
な
初

動
対
応
が
と
れ
る
よ
う
、
ど
の
よ
う
な

取
り
組
み
を
し
て
い
る
の
か
。

答
休
日
・
夜
間
等
閉
庁
時
は
危
機
管
理
宿

直
と
し
て
管
理
職
１
名
が
常
駐
す
る
と

と
も
に
、
発
災
後
登
庁
す
る
全
て
の
職

員
の
た
め
に
災
害
初
動
対
応
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
配
付
し
て
い
る
。

問
木
造
住
宅
等
で
の
火
災
の
未
然
防
止
等

に
向
け
て
、
分
電
盤
タ
イ
プ
の
感
震
ブ

レ
ー
カ
ー
設
置
助
成
に
加
え
、
簡
易
型

の
設
置
助
成
を
要
望
す
る
。

答
簡
易
型
は
分
電
盤
タ
イ
プ
と
比
べ
、
瞬

時
に
屋
内
が
真
っ
暗
に
な
る
な
ど
、
逆

に
危
険
が
高
ま
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

た
め
、
信
頼
性
の
高
い
分
電
盤
タ
イ
プ

の
普
及
促
進
に
努
め
て
い
く
。

問
消
防
庁
で
は
ワ
イ
ヤ
レ
ス
で
複
数
の
警

報
器
を
接
続
し
、
火
災
が
発
生
し
た
部

屋
以
外
に
も
知
ら
せ
る
連
動
型
火
災
警

報
器
の
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
が
、

区
に
お
い
て
も
活
用
を
提
案
す
る
。

答
先
進
自
治
体
の
事
例
等
を
注
視
し
、
防

火
体
制
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

高
齢
者
の
孤
立
死
防
止
に
つ
い
て

問
一
人
で
も
多
く
の
高
齢
者
の
命
を
守
れ

る
よ
う
、
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の
設
置

拡
大
を
求
め
る
。

答
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
に
は
孤
立
死
防
止

の
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
今

後
も
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
活
用
し
て
周

知
を
図
っ
て
い
く
。

健
康
施
策
の
充
実
に
つ
い
て

問
健
康
づ
く
り
を
率
先
し
て
行
う
区
民
に

対
し
て
、
商
品
券
や
施
設
利
用
券
な
ど

を
支
給
す
る
こ
と
で
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

と
な
る
よ
う
、
品
川
版
「
健
康
マ
イ
レ

ー
ジ
」
の
実
施
を
提
案
す
る
。

答
提
案
の
趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
、
平
成
30

年
度
に
向
け
て
制
度
設
計
を
進
め
て
い

く
。

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
応
援
に
つ
い
て

問
自
民
党
と
し
て
も
強
く
要
望
を
続
け
て

い
る
が
、
東
京
都
施
設
と
し
て
の
障
害

者
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
城
南
地

区
拠
点
が
品
川
区
内
に
展
開
さ
れ
た
な

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
見
込
ま
れ
る
。

区
の
意
欲
や
抱
負
は
。

答
区
民
に
身
近
な
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
拠
点

は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し
た
仲
間
づ
く
り

や
健
康
増
進
な
ど
も
期
待
で
き
る
。
引

き
続
き
都
に
対
し
て
城
南
地
区
に
設
置

す
る
よ
う
要
望
し
て
い
く
。

問
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
が
普
及
す
る
と
、
ル

ー
ル
や
用
具
の
工
夫
に
よ
り
競
技
ス
ポ

ー
ツ
と
は
違
っ
た
楽
し
み
方
が
生
ま
れ
、

高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
や
運
動
の
苦
手

な
子
ど
も
た
ち
へ
の
参
加
促
進
な
ど
の

効
果
が
考
え
ら
れ
る
。
普
及
へ
の
区
の

取
り
組
み
は
。

答
ボ
ッ
チ
ャ
、
風
船
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
な
ど

誰
で
も
気
軽
に
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会
を

開
催
し
て
、
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

介
護
人
材
の
確
保
に
つ
い
て

問
福
祉
人
材
の
確
保
、
定
着
、
育
成
は
福

祉
施
設
等
の
経
営
責
任
で
行
う
べ
き
で

は
あ
る
が
、
小
規
模
事
業
者
支
援
や
地

域
力
と
の
連
携
な
ど
行
政
に
よ
る
調
整

や
支
援
は
不
可
欠
だ
。
品
川
区
に
お
け

る
福
祉
人
材
の
確
保
、
育
成
、
定
着
に

向
け
た
こ
れ
ま
で
の
成
果
は
。

答
平
成
７
年
度
開
設
の
品
川
介
護
福
祉
専

門
学
校
で
福
祉
人
材
の
育
成
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
修
学
資
金
の
貸
し
付
け
な

ど
積
極
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

問
今
後
の
福
祉
人
材
の
確
保
は
、
高
校
生
・

大
学
生
等
の
就
職
時
、
潜
在
的
な
福
祉

人
材
の
再
就
職
の
促
進
、
医
療
等
専
門

職
の
人
材
確
保
等
、
世
代
別
や
分
野
別

に
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

答
優
秀
な
人
材
確
保
の
た
め
の
推
薦
入
学

制
度
や
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
の
実
施
、

潜
在
的
な
介
護
人
材
に
向
け
た
研
修
、

派
遣
看
護
職
員
を
確
保
す
る
際
の
補
助

制
度
等
の
支
援
策
を
進
め
て
い
る
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
高
齢
者
介
護
の
目
標
に
つ
い
て

　
・
ス
ポ
ー
ツ
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
区
民
レ

ベ
ル
の
向
上
に
つ
い
て

た
け
う
ち
忍
　
議
員（公

　
明
）

渡
辺
　
裕
一
　
議
員（自

・
未
）

国
連
の
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
に
つ
い
て

問
区
民
へ
の
周
知
・
啓
発
や
行
政
計
画
、

教
育
目
標
へ
の
反
映
を
求
め
る
。

答
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
考
え
方
は
今
後
の
行
政
計

画
の
策
定
、
改
定
時
の
視
点
に
つ
な
が

る
。
現
在
作
成
中
の
「
品
川
区
立
学
校

教
育
要
領
」
に
そ
の
理
念
を
入
れ
、
全

て
の
教
員
の
理
解
を
深
め
て
い
く
。

子
ど
も
の
貧
困
対
策
と
未
来
応
援
に
つ

い
て問小

・
中
学
生
の
就
学
援
助
の
受
給
者
数
・

率
の
経
年
変
化
か
ら
、
「
子
ど
も
の
貧

困
」
の
改
善
は
読
み
取
れ
る
か
。

答
受
給
者
数
・
率
と
も
下
が
っ
て
お
り
、

全
般
的
に
所
得
の
低
い
世
帯
の
割
合
が

減
少
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

問
文
京
区
の
「
子
ど
も
宅
食
」
の
よ
う
に

低
所
得
世
帯
の
自
宅
ま
で
食
料
が
届
く

シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
求
め
る
。

答
実
施
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
聞
き
取
り

を
行
う
な
ど
研
究
を
進
め
る
。

医
療
的
ケ
ア
児
へ
の
支
援
に
つ
い
て

問
受
け
入
れ
体
制
の
拡
充
、
情
報
共
有
・

連
携
の
体
制
整
備
を
求
め
る
。

答
本
年
10
月
か
ら
区
立
保
育
所
で
の
受
け

入
れ
を
開
始
し
た
。
来
年
度
中
に
は
支

援
の
協
議
体
も
設
置
し
て
い
く
。

問
採
算
が
困
難
な
支
援
施
設
に
対
し
、
区

の
独
自
加
算
な
ど
支
援
を
求
め
る
。

答
国
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
支
援
を
検

討
す
る
。

今
後
の
大
規
模
町
会
の
あ
り
方
に
つ
い

て問
東
品
川
三
・
四
丁
目
の
東
親
会
な
ど
大

規
模
町
会
に
特
有
の
課
題
を
今
後
、
区

と
し
て
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
。

答
民
生
委
員
の
負
担
軽
減
、
保
育
・
教
育

機
関
の
確
保
、
投
票
所
機
能
の
拡
充
な

ど
問
題
点
を
把
握
し
て
対
応
し
て
い
く
。

地
域
で
の
有
効
活
用
を
踏
ま
え
、
消
防

庁
・
旧
東
品
川
出
張
所
跡
地
の
譲
渡
を

都
に
対
し
て
更
に
求
め
て
い
く
。

義
務
教
育
学
校
に
つ
い
て

問
義
務
教
育
学
校
設
置
決
定
は
、
在
校
生

の
保
護
者
、
学
齢
期
を
迎
え
る
保
護
者

も
含
め
議
論
が
さ
れ
る
べ
き
。
こ
の
よ

う
な
議
論
は
さ
れ
た
か
。

答
一
貫
校
10
年
の
実
践
の
中
で
小
中
一
貫

教
育
を
義
務
教
育
学
校
に
移
行
す
る
体

制
が
、
法
制
度
の
下
で
し
っ
か
り
受
け

継
が
れ
る
か
と
い
う
議
論
を
中
心
に
、

教
育
委
員
会
の
責
任
の
中
で
し
っ
か
り

と
議
論
を
し
た
。

主
権
者
教
育
に
つ
い
て

問
子
ど
も
が
窓
口
に
相
談
に
訪
れ
た
と
き
、

庁
内
の
各
所
管
で
主
権
者
と
し
て
受
け

と
め
る
姿
勢
が
あ
る
か
。

答
区
で
は
来
庁
者
に
対
し
、
年
齢
を
問
わ

ず
、
個
々
の
事
情
を
伺
い
な
が
ら
丁
寧

な
対
応
を
全
庁
的
に
行
っ
て
い
る
。

教
育
現
場
に
お
け
る
、
多
様
性
を
認
め

合
う
環
境
に
つ
い
て

問
普
通
級
か
支
援
級
か
、
選
ぶ
権
利
は
当

事
者
で
あ
る
子
ど
も
と
保
護
者
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
い
。

答
入
学
先
を
保
護
者
が
選
択
す
る
際
、
さ

ま
ざ
ま
な
配
慮
や
課
題
に
つ
い
て
、
学

校
や
教
育
委
員
会
等
を
交
え
必
要
な
話

し
合
い
を
行
っ
て
い
る
。

問
男
女
混
合
名
簿
の
実
施
と
共
に
、
卒
業

式
や
入
学
式
等
の
席
順
も
男
女
混
合
を

求
め
る
。
望
ま
ぬ
性
を
押
し
つ
け
ら
れ

声
を
上
げ
ら
れ
ず
に
い
る
声
な
き
声
が

背
景
に
あ
る
こ
と
を
、
区
教
委
と
学
校

で
認
識
は
あ
る
か
。

答
男
女
共
同
参
画
の
見
地
を
中
心
に
し
、

こ
れ
か
ら
も
整
備
し
て
い
き
た
い
と
考

え
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
へ
の
理
解
促
進
も
重
要

な
見
地
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

保
育
の
質
の
向
上
に
つ
い
て

問
保
育
課
長
に
子
ど
も
の
命
と
安
全
に
関

わ
る
重
要
な
事
例
を
報
告
し
て
い
る
。

保
育
士
が
保
育
に
集
中
で
き
る
よ
う
、

保
育
園
に
事
務
員
や
用
務
員
の
専
門
職

の
配
置
を
求
め
る
。

答
用
務
職
や
事
務
職
を
配
置
す
る
か
、
保

育
士
を
増
や
す
の
が
い
い
か
議
論
が
あ

る
が
、
区
は
保
育
士
の
数
を
国
の
基
準

以
上
に
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
用
務
職

が
い
な
い
園
に
つ
い
て
は
原
則
２
名
以

上
の
非
常
勤
職
員
を
置
き
手
厚
い
体
制

を
と
っ
て
い
る
。

あ
く
つ
広
王
　
議
員（公

　
明
）

田
中
さ
や
か
　
議
員（ネ

ッ
ト
）

医療的ケア児の支援
写真提供 : ほわわ品川
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1011

税
金
の
無
駄
遣
い
、
防
災
に
も
な
ら
な

い
巨
大
道
路
29
号
線
は
撤
回
を

問
防
災
な
ら
ば
約
603
億
円
も
か
け
る
29
号

線
は
止
め
て
、
住
宅
の
耐
震
化
、
不
燃

化
等
に
直
接
税
金
投
入
す
べ
き
。
国
の

見
直
し
方
針
に
基
づ
い
て
見
直
し
す
る

よ
う
都
に
求
め
て
頂
き
た
い
。

答
特
定
整
備
路
線
は
安
全
・
安
心
な
ま
ち

づ
く
り
に
必
要
な
道
路
で
あ
り
、
見
直

し
を
求
め
る
考
え
は
な
い
。

問
巨
大
道
路
沿
道
で
の
大
手
の
ゼ
ネ
コ
ン

や
不
動
産
会
社
の
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン

事
業
の
利
益
の
た
め
に
税
金
を
使
う
の

は
間
違
っ
て
い
る
が
、
い
か
が
か
。

答
再
開
発
は
ビ
ル
建
設
や
利
益
だ
け
が
目

的
で
は
な
く
、
望
ま
し
い
市
街
地
形
成

を
実
現
す
る
も
の
。

国
保
料
値
上
げ
で
な
く
引
き
下
げ
こ
そ 

厳
し
い
取
り
立
て
や
め
よ

問
所
得
に
占
め
る
保
険
料
負
担
が
重
い
と

の
認
識
が
あ
る
か
。
解
決
の
た
め
保
険

料
の
引
き
下
げ
こ
そ
す
べ
き
。

答
保
険
料
の
負
担
は
重
い
が
、
区
は
区
な

り
に
努
力
を
し
て
い
る
。

問
取
り
立
て
に
つ
い
て
窓
口
に
行
っ
て
も

払
え
と
追
い
詰
め
る
相
談
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。
支
払
い
能
力
を
超
え
た
取
り

立
て
は
止
め
る
よ
う
求
め
る
。

答
追
い
詰
め
る
よ
う
な
支
払
い
を
強
い
て

い
る
こ
と
は
な
い
が
、
相
談
に
来
所
し

て
頂
き
た
い
。

来
年
４
月
入
園
希
望
の
全
て
の
子
ど
も

を
受
け
入
れ
る
認
可
保
育
園
の
増
設
を

問
来
年
４
月
、
認
可
保
育
園
に
も
小
規
模

に
も
認
証
に
も
入
れ
な
い
子
ど
も
が
300

人
以
上
も
い
る
計
算
だ
が
、
な
ぜ
待
機

児
が
ゼ
ロ
に
な
る
見
込
み
と
言
え
る
の

か
。

答
待
機
児
童
に
含
ま
な
い
方
が
例
年
400
人

以
上
い
る
の
で
、
そ
の
数
を
除
く
と
ゼ

ロ
と
な
る
見
込
み
。

タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
区
長
が
発
言

羽
田
新
ル
ー
ト
は
容
認
で
な
く
反
対
を

問
区
長
が
反
対
表
明
を
す
れ
ば
計
画
は
止

め
ら
れ
る
。
新
ル
ー
ト
容
認
で
は
な
く

今
こ
そ
反
対
表
明
す
べ
き
。

答
引
き
続
き
、
区
民
の
不
安
払
拭
に
向
け
、

さ
ら
な
る
予
防
策
の
検
討
や
徹
底
的
な

実
行
を
国
に
求
め
る
こ
と
が
、
現
段
階

で
区
と
し
て
行
う
べ
き
こ
と
。

伊
藤
　
昌
宏
　
議
員（自

・
未
）

欧
米
の
地
方
議
員
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
厳
し
さ
を
増
す
暮
ら
し
と
商
売
、

議
員
も
区
長
も
身
を
き
る
べ
き
で
は

問
非
正
規
雇
用
者
等
の
低
所
得
者
層
が
よ

り
厳
し
い
家
計
状
況
に
追
い
込
ま
れ
、

大
半
の
区
内
産
業
の
経
営
も
厳
し
く
な

っ
て
い
る
中
で
、
都
は
、
知
事
自
身
が

給
与
削
減
を
果
た
し
、
議
員
の
給
与
等

も
削
減
し
て
い
る
。
区
長
や
区
議
会
議

員
も
、
選
挙
で
選
ば
れ
、
区
民
の
代
表

と
し
て
区
政
を
託
さ
れ
て
い
る
以
上
は

責
任
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
区
内
経
済

や
区
民
の
家
計
が
明
る
さ
を
取
り
戻
す

ま
で
は
、
給
与
や
経
費
を
減
ら
す
な
ど

身
を
切
る
べ
き
で
は
。

答
区
長
の
給
料
月
額
は
、
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
の
答
申
を
受
け
、
３
回
に
わ
た

り
減
額
改
定
を
行
っ
て
い
る
。
区
議
会

議
員
の
経
費
等
に
つ
い
て
は
、
区
議
会

の
自
立
性
の
観
点
か
ら
も
、
ま
ず
は
区

議
会
で
の
検
討
が
適
当
と
考
え
る
。

介
護
の
崩
壊
、
介
護
従
事
者
の
低
賃
金

の
改
善
を

問
介
護
職
は
長
い
勤
務
時
間
や
低
賃
金
等

か
ら
離
職
率
が
高
く
、
人
材
不
足
か
ら

介
護
難
民
が
生
ま
れ
、
介
護
の
崩
壊
が

始
ま
っ
て
い
る
。
介
護
従
事
者
が
生
活

を
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
低
賃
金
を
改

善
し
、
人
手
不
足
の
解
消
に
向
け
て
早

急
に
取
り
組
む
べ
き
で
は
。

答
介
護
人
材
確
保
は
国
に
お
い
て
も
大
き

な
課
題
と
捉
え
て
お
り
、
処
遇
改
善
加

算
等
に
よ
り
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
。

私
立
と
公
立
と
違
う
学
校
教
育
、
教
員

人
事
権
を
都
か
ら
品
川
区
に
移
譲
さ
せ

よ問
私
立
学
校
で
は
基
本
的
に
教
員
の
異
動

が
な
く
、
児
童
・
生
徒
の
指
導
に
一
貫

性
が
あ
る
が
、
公
立
小
中
学
校
の
教
員

は
、
区
に
人
事
権
が
な
い
た
め
、
毎
年

教
員
が
入
れ
か
わ
り
、
指
導
に
一
貫
性

が
持
て
な
い
。
都
か
ら
教
員
人
事
権
を

移
譲
さ
せ
、
今
の
仕
組
み
は
早
急
に
変

更
す
る
べ
き
で
は
。

答
こ
れ
ま
で
も
都
に
教
員
人
事
権
の
移
譲

を
求
め
て
き
た
が
、
都
は
広
域
人
事
に

よ
る
適
正
配
置
等
が
必
要
と
い
う
考
え

を
維
持
し
て
お
り
、
実
現
が
困
難
な
状

況
で
あ
る
。
今
後
も
他
区
と
連
携
を
図

り
つ
つ
、
都
に
働
き
か
け
て
い
く
。

の
だ
て
稔
史
　
議
員（共

　
産
）

須
貝
　
行
宏
　
議
員（無

　
品
）

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

問
今
年
品
川
区
で
都
内
初
と
な
る
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
ミ
ッ
ト
が
経
費
１

千
777
万
円
の
予
算
で
開
催
さ
れ
た
。
区

民
の
税
金
で
開
催
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
の
目
的
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

区
が
考
え
る
開
催
目
的
と
そ
の
成
果
に

つ
い
て
、
そ
し
て
得
た
も
の
を
今
後
ど

の
よ
う
に
生
か
し
て
い
く
の
か
。

答
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
更
な

る
発
展
を
目
指
し
、
先
進
事
例
紹
介
や

課
題
の
掘
り
起
こ
し
を
行
う
と
と
も
に
、

品
川
区
の
魅
力
を
全
国
に
発
信
す
る
目

的
で
開
催
し
た
。
１
千
団
体
、
２
千
500

名
の
参
加
が
あ
っ
た
。
地
域
の
特
性
や

課
題
認
識
を
踏
ま
え
た
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
の
あ
り
方
を
学
び
、
品
川
区
の
魅
力

を
広
く
発
信
で
き
た
。
今
後
は
先
進
事

例
を
分
析
し
、
区
の
魅
力
発
信
の
改
善

と
強
化
に
つ
な
げ
る
。

問
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
ミ
ッ
ト
の

講
演
内
容
は
撮
影
・
録
画
共
に
禁
止
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
の
情
報
は
区
民
に
共

有
さ
れ
る
べ
き
だ
。

答
今
回
、
会
場
で
は
、
講
演
者
や
作
成
資

料
の
権
利
関
係
か
ら
写
真
撮
影
や
録
画

は
遠
慮
し
て
頂
い
た
。
今
後
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
講
演
な
ど
の
情
報

を
広
く
区
民
に
提
供
す
る
。

区
民
の
相
談
し
や
す
い
体
制
づ
く
り
に

つ
い
て

問
現
在
、
品
川
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
手
紙
等
の
問

い
合
わ
せ
窓
口
に
至
る
ま
で
に
、
複
数

の
ペ
ー
ジ
を
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
相
談
窓
口
を
よ
り
分
か
り
や
す
く

す
る
工
夫
が
必
要
だ
。

答
区
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
も
利
用

者
の
視
点
で
、
検
索
の
し
や
す
さ
を
意

識
し
て
改
善
に
努
め
る
。

問
新
た
な
相
談
の
門
戸
を
開
く
活
動
と
し

て
、
特
に
若
い
世
代
で
普
及
し
て
い
る

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
相
談
し
や
す
く
す
る
べ

き
で
は
。

答
今
後
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
に
つ
い
て
も
検

討
す
る
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
児
童
生
徒
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て

　
・
選
挙
に
つ
い
て

品
川
区
の
教
育
に
つ
い
て

問
文
部
科
学
省
が
め
ざ
す
道
徳
の
教
科
化

に
つ
い
て
、
品
川
区
は
市
民
科
の
中
で

対
処
す
る
と
回
答
が
あ
っ
た
が
、
市
民

科
と
道
徳
の
差
異
を
ど
の
よ
う
に
解
消

し
、
授
業
展
開
を
図
っ
て
い
く
の
か
。

答
も
と
よ
り
市
民
科
は
道
徳
の
内
容
を
包

含
し
た
教
科
で
あ
り
、
市
民
科
の
中
で

道
徳
の
内
容
を
扱
え
る
よ
う
、
指
導
案

の
工
夫
や
、
研
修
会
等
を
通
じ
た
実
践

的
な
研
究
を
進
め
て
い
る
。

問
品
川
区
公
立
学
校
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
材
数

に
は
制
限
が
あ
り
、
全
児
童
・
生
徒
の

同
時
活
用
は
現
時
点
で
不
可
能
だ
が
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
波
は
子
ど
も
た
ち
を
取
り

囲
み
、
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
に
よ
る
格

差
は
広
が
る
一
方
で
あ
る
。
区
内
公
立

学
校
全
生
徒
入
学
時
に
低
廉
な
あ
っ
せ

ん
価
格
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
を
購
入
し
て
い

た
だ
き
、
積
極
的
な
活
用
を
図
っ
て
は
。

大
倉
た
か
ひ
ろ
　
議
員

（
民
・
無
）

答
Ｉ
Ｃ
Ｔ
推
進
校
で
の
成
果
や
保
護
者
負

担
、
他
自
治
体
の
動
向
等
を
踏
ま
え
、

今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
い
く
。

品
川
区
の
家
庭
教
育
支
援
に
つ
い
て

問
い
じ
め
や
児
童
虐
待
が
減
少
し
な
い
の

は
、
家
庭
の
教
育
力
の
低
下
が
要
因
の

ひ
と
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
行
政
が
各

家
庭
内
で
の
円
滑
な
教
育
、
子
育
て
等

を
十
分
に
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
解
決
策
に
な
る

と
考
え
る
。
区
で
も
総
合
的
な
家
庭
支

援
策
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
は
。

答
区
で
は
現
在
、
全
て
の
子
ど
も
・
若
者

が
健
や
か
に
成
長
し
、
社
会
生
活
を
円

滑
に
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
「
品

川
区
子
ど
も
・
若
者
計
画
」
の
策
定
を

進
め
て
お
り
、
総
合
的
な
支
援
を
推
進

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。

品
川
児
童
学
園
運
営
に
つ
い
て

問
改
築
さ
れ
た
品
川
児
童
学
園
は
、
４
法

人
が
共
同
で
運
営
す
る
と
聞
い
て
い
る
。

運
営
・
目
的
も
違
う
４
法
人
が
共
同
で

運
営
し
て
い
く
に
は
区
の
調
整
等
が
必

要
と
考
え
る
が
今
後
の
対
応
は
。

答
各
法
人
の
理
念
の
相
違
等
を
踏
ま
え
、

今
後
の
運
営
方
法
の
取
り
決
め
等
は
区

が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
い
く
。

［
そ
の
他
の
質
問
］

　
・
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

　
・
品
川
区
行
政
の
デ
ザ
イ
ン
化
に
つ
い
て
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特別委員会の活動
１0月～１2月

１0月から１2月末までの委員会の
主な活動は次のとおりです

行財政改革特別委員会
11月7日  「区有施設、公有地等活用に関すること」をテー

マに、調査・研究。

11月30日  請願・陳情審査（３件）。
・羽田増便の新低空飛行ルートによる品川区

内の運動公園への騒音などの影響に関する
請願

・品川区として羽田空港への新ルート見直し
を政府に求める請願

・林試の森公園隣の国有地に、特養ホームや老
健施設、障害者施設などの建設を求める請願

  「基礎自治体のあり方に関すること～人口動向
について」をテーマに、調査・研究。

決算特別委員会
10月2日  一般会計歳入決算、一般会計歳出決算（第 1 款

議会費、第８款公債費、第９款予備費）の審査。

10月3日  一般会計歳出決算（第２款総務費）の審査。

10月5日  一般会計歳出決算（第３款民生費）の審査。
 国民健康保険事業会計歳入歳出決算の審査。
 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の審査。
 介護保険特別会計歳入歳出決算の審査。

10月6日  一般会計歳出決算（第４款衛生費、第５款産業
経済費）の審査。

10月10日  一般会計歳出決算（第６款土木費）の審査。

10月11日  一般会計歳出決算（第７款教育費）の審査。

10月16日  各会計歳入歳出決算全般にわたり総括質疑。 
各会計決算原案に対する各会派の意見表明。 
各会計の決算の認定について表決。

常任委員会の活動
１0月～１2月

１0月から１2月末までの委員会の
主な活動は次のとおりです

厚生委員会
 伊賀市の地域包括ケアなど、先進的な取り組み

を調査・研究。

11月6日  報告２件について質疑。
  大崎高齢者多世代交流支援施設・平塚橋高齢者

多世代交流支援施設を視察。

11月28日  請願・陳情審査（４件）。

11月29日  報告３件（第七期品川区介護保険事業計画骨子
（案）など）について質疑。 
支え愛・ほっとステーション
の整備について、調査・研究。

10月30日 
～11月1日

建設委員会
10月24日  第28回東京都道路整備事業推進大会に参加。

 長岡市の防災対策など、先進的な取り組みを
調査・研究。

11月6日  報告４件について質疑。
 「環境対策について」をテーマに調査・研究。

11月28日  大井一丁目地内特別区道を視察。
 議案審査（３件）。
  請願・陳情審査（２件）。 

報告２件について質疑。

11月29日  報告３件について質疑。
 「防災対策について」をテーマに、調査・研究。

10月30日 
～11月1日

文教委員会
  伊丹市のインクルーシブ教育システムなど、

先進的な取り組みを調査・研究。

11月6日  報告５件について質疑。

11月28日  請願・陳情審査（4 件）。
  「多様な保育ニーズへの対応と保育の質の確保

について」をテーマに調査・研究。

11月29日  議案審査（２件）。
 報告２件について質疑。

10月23日
～10月25日

総務委員会
  高知県のシティプロモーションなど、先進的な

取り組みを調査・研究。

11月6日  報告５件（シティプロモーション動画など）に
ついて質疑。

11月28日  議案審査（２件）。 
「契約のあり方について」をテーマに、調査・
研究。

11月29日  議案審査（５件）。 
報告７件（長期基本計画の 
検証状況など）について質疑。

10月30日 
～11月1日

区民委員会
  大阪市の民泊対策など、先進的な取り組みを 

調査・研究。

11月6日  報告４件（第18回品川区中学生の主張大会な
ど）について質疑。

11月28日  指定管理者の指定についての議案を審査。 
報告１件（庁有車の事故）について質疑。

11月29日  品川歴史館を視察し、「都市型観光について～
品川歴史館の活用～」をテーマに、調査・研究。

10月24日
～10月25日

「東芝病院の病院機能の存続を求める
要望書」を東京都に提出しました。

　東芝病院については、11月28日の総務委員会およ
び厚生委員会において、東芝グループが医療法人社
団緑野会と事業譲渡の合意に至ったとの報告があり
ました。
　品川区議会としても、地域医療において東芝病院が
果たしてきた役割が非常に大きかったことを踏まえ、
現状と同程度の機能を有した病院機能の存続が地域
医療の継続のためにも不可欠であると考えています。
　このため、総務委員会および厚生委員会から、東芝
病院の病院機能の存続を強く要望することについて
議会運営委員会に提案がありました。
　この提案を受け、議会運営委員会において「東芝
病院の病院機能の存続を求める要望書」の提出につ
いて決定し、平成29年12月11日に品川区議会議長
から東京都知事あてに要望書を提出しました。

（要望書の全文は、品川区議会の 
ホームページで公開しています。）

オリンピック・パラリンピック
推進特別委員会

11月8日  東京都オリンピック・パラリンピック準備局
を視察し、「オリンピック・パラリンピック推
進に関すること」をテーマに、調査・研究。

11月30日  「（仮称）大井ホッケー競技場建設にかかる大井
ふ頭中央海浜公園および周辺環境の整備を求
める要望書」を東京都に提出。

12月1日  「オリンピック・パラリンピック
教育に関すること」等をテーマ
に、調査・研究。

  ブラインドサッカー競技体験
教室を視察。

 ホッケー競技を体験。
  報告１件について質疑。

品川区ホッケー
応援キャラクター
シナカモン
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品川区議会議長あてに提出された請願・陳情について、結果をお知らせします。
請願・陳情の結果   平成29年第４回定例会

※�採　　択：区議会として、ご希望に賛同します。　不 採 択：区議会として、ご希望に賛同しかねます。
　継続審査：区議会として、引き続き慎重に審査します。

引き続き、議会改革に取り組んでいます

●�議会改革の取り組みは、品川区ホームページでもご覧いただけます。

　品川区議会では、区民の皆様により身近な区議会の実現や議会活動の一層の活性化をめざし、議会
改革に取り組んでいます。平成29年３月には、これまでの検討状況をまとめた「最終報告書」を議
長に提出しました。
　この最終報告書の内容を引き継ぎ、平成 29年５月からは、議会改革のための４つの会議体（議会
改革推進会議、広報会議、議会報告会等準備会議、ＩＣＴ推進会議）を立ち上げ、さらなる議会改革
の取り組みを継続しています。
　最近行われた議会改革の取り組みを、以下のとおりご紹介します。

品川女子学院との意見交換会を行いました（議会報告会等準備会議）

　平成29年11月13日（月）に品川区議会
議員と品川女子学院の生徒との意見交換会
を行いました。
　生徒たちが地域の課題と感じている「地
域行事について」「墓継承問題について」等、
６つの課題について意見交換を行い、生徒
たちが調べた内容とは違う角度から議員が
質問・意見を出すことで、生徒の視野も広
がり、より理解が深まった様子でした。

意見交換会の様子

本会議・委員会にタブレット端末を導入しました（ICT推進会議）

　ICT推進会議では、区議会における ICT
技術の活用について検討を進めています。
　平成29年第4回定例会からは、本会議お
よび委員会の審議等にタブレット端末を導
入しました。今後も、議会資料の電子化に
よる紙の減量化および情報の保存・管理の
効率化、電子メールの活用、災害時の情報
収集力向上など、ICT技術の多角的な活用
に取り組んでいきます。

第４回定例会の様子

付託委員会 請願・陳情件名 受理番号  結 果※

厚生委員会

品川区議会から東京都へ、受動喫煙防止対策に関する意見書提出を求める
請願

平成29年�
請願�第16号 採択�

視覚障害者の外出の安全・安心を確保するための対策を講じるよう求める
請願

平成29年�
請願�第18号 採択�

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める請願� 平成29年�
請願�第19号 不採択

国保・後期高齢者医療・介護保険の保険料引き下げを求める請願 平成29年�
請願�第20号 不採択

受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情 平成28年
陳情�第5号 継続審査

品川区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情 平成28年
陳情�第6号 継続審査

東京都品川区における、バランスのとれた受動喫煙防止対策を求める陳情 平成28年
陳情�第7号 継続審査

品川区における受動喫煙防止に関する陳情 平成28年
陳情�第8号 継続審査

建設委員会

目黒川デッキに関する陳情� 平成29年�
陳情�第13号 採択

目黒川デッキに関する陳情� 平成29年�
陳情�第14号 採択

東五反田一丁目全域を放置自転車禁止区域に指定することを求める陳情� 平成29年�
陳情�第15号 継続審査�

文教委員会

品川区私立幼稚園児保護者負担教育費軽減の為の請願� 平成29年�
請願�第12号 採択

一人ひとりの子どもが大切にされる品川区を求める請願� 平成29年�
請願�第15号 不採択

区立小中学校給食費の無償化を求める請願� 平成29年�
請願�第17号 不採択

園児の安全性に懸念のある「（仮称）キッズガーデン小山」（小山７丁目）の建築
等を是正するよう求める陳情��

平成29年�
陳情�第11号 不採択

行財政改革
特別委員会

羽田増便の新低空飛行ルートによる品川区内の運動公園への騒音などの影
響に関する請願�

平成29年�
請願�第13号 不採択

品川区として羽田空港への新ルート見直しを政府に求める請願� 平成29年�
請願�第14号 不採択

林試の森公園隣の国有地に、特養ホームや老健施設、障害者施設などの
建設を求める請願

平成29年
請願�第21号 不採択
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本会議・委員会の日程（予定）
本会議の区長施政方針、代表・一般質問、予算特別委員会の総括質疑の様子は、ケーブルテレビ品川の「品川区民チャンネル」で放送します。

写真の掲載については確認済ですが、無断転載・転用は固くお断りします。
ユニバーサルデザインに配慮した書体・配色を使用しています。

区議会だよりをリニューアルしました
　品川区議会では、より多くの区民の皆様に議会活動に親しみをもっていただけるよう、
議会改革に取り組んでいます。「区議会だより」につきましても、10名の区議会議員で
構成する広報会議において「読みやすい、親しみやすい、わかりやすい」紙面になるよう
検討を重ね、前回発行の第265号（平成30年１月１日発行）からリニューアルしました。
　今回の第266号においても、議決された議案を
ピックアップして詳しく説明するページを新たに
設け、一般質問・答弁のページを見やすく工夫する
など、様々な取り組みを行っており、今後もさらに
工夫を重ねていきます。
　皆様のご意見・ご感想をお待ちしています。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

品川区議会　広報会議　

＊本会議・委員会は傍聴できます。日程等は変更になる場合がありますので、事前に区議会事務局までお問い合わせください。
＊�本会議は区議会ホームページでインターネット生中継をしています。また、本会議は会議終了後おおむね１週間後、予算特別委員会の総括質
疑は会議終了後おおむね２週間後に、インターネット録画中継でご覧いただけます。

会　議　名 開催日時 ケーブルテレビ放送

本 会 議

2月21日（水）午後�1�時
2月22日（木）午前10時
2月23日（金）午前10時

2月26日（月）～3月2日（金）
（再放送）3月3日（土）・4日（日）

3月27日（火）午後�1�時 放送はありません。

常
任
委
員
会

総　　務

2月26日（月）午前10時
2月27日（火）午前10時

放送はありません。

区　　民

厚　　生

建　　設

文　　教

議会運営委員会 2月20日（火）午前10時30分
3月26日（月）午前10時30分

特
別
委
員
会

行財政改革 2月28日（水）午前10時

オリンピック・
パラリンピック推進 3月1日（木）午前10時

予
　
算

款別審査
3月5日（月）・6日（火）・8日（木）・9日（金）
12日（月）・13日（火）・14日（水）
※各日ともに午前10時

総括質疑 3月19日（月）午前10時 3月23日（金）
（再放送）3月25日（日）


